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平成 25 年度 競走馬生産振興事業実施上の注意事項 

 

Ⅰ 総括的事項 

 

１ 補助金交付の条件 

 

ア 補助金の交付決定後生じた天災地変等やむを得ない理由により、補助事業が平成 26 年

３月 31 日までに完了する見込みがない場合には、必ず平成 26 年２月 28 日までに完了期

日の延期承認申請書(延期の理由及び遂行状況を具体的に記載すること。) を協会に提出

するものとする。 

 

イ 補助事業を中止、又は廃止したときは、15 日以内（平成 26 年３月 31 日までを期限と

する。）にその理由を付した書類をもって協会に報告するものとする。 

 

ウ 家畜導入事業により取得した家畜を疾病等により廃用処分（切迫と殺を含む。）する場

合は、原則として代替家畜を補填するものについて承認するものとする。 

 

２ 報告の徴収 

  財産処分の制限により指定した財産の全部または一部が、天災地変その他やむを得ない事

由により滅失したときは、1 箇月以内にその理由を付した書類をもって協会に報告するもの

とする。 

 

３ 団体の名称、代表者、代表者印及び所在地の変更 

補助事業の選定の申請をする者及び事業実施主体の名称、代表者、代表者印又は所在地に

変更があった場合には、直ちに協会に届け出るものとする。 

 

４ 補助金の算出方法 

補助金の額の算出は、補助対象事業費に要綱別表に定める補助率等により行う。要綱別表

のその他事業にあっては、別に定める。 
 

５ 補助金に含まれる消費税及び地方消費税額相当分返還の取扱い 

要綱第 12 条第３項の規定による仕入れに係る消費税等相当額報告書（要綱別紙様式第７

号）は、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額があることが確定

した日から起算して２箇月を経過した日までに提出しなければならない。 
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Ⅱ 添付書類等 

１ 全事業に共通するもの 

申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 

（ア）競走馬生産振興事業補助実施要綱第２条第２項

第１号（ただし、特定非営利活動法人は除く。）、

第３号から第５号に掲げる団体にあっては、定款

(寄附行為を含む。)、 最新の決算報告書並びに事

業計画書、収支予算書、役員名簿、会員名簿、出資

賦課状況を明らかにした書類、当該補助事業の仕組

みが明らかとなるチャート図、補助事業の選定の申

請をする者の消費税及び地方消費税の納税対応状

況を明らかにした書類、当該補助事業に係る担当者

名簿（当該補助事業年度において技術料を補助の対

象とする事業にあっては、当該補助事業に係る技術

料調書[計画]） 

 

（イ）競走馬生産振興事業補助実施要綱第２条第２第２

号に掲げる団体にあっては、補助事業の選定の申請

をする者の所在地、補助事業の実施場所、補助事業

の範囲、受益区域を明らかにした地図、当該補助事

業の仕組みが明らかとなるチャート図、補助事業の

選定の申請をする者の消費税及び地方消費税の納税

対応状況を明らかにした書類、当該補助事業に係る

担当者名簿（当該補助事業年度において技術料を補

助の対象とする事業にあっては、当該補助事業に係

る技術料調書[計画） 

 

（ウ）競走馬生産振興事業補助実施要綱第２条第２項第

 

（ア）補助事業選定申請書又は変

更承認申請書の添付書類で、

その後変更したもの 

 

（イ）完了報告書の提出にあたっ

て、当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額を補助

金額から減額して報告する場

合には、その積算の内訳等が

明らかとなる書類 

 

（ウ）当該補助事業に係る担当者

名簿（当該事業年度において

技術料を補助の対象とした事

業にあっては、該当者の従事

日数等が明らかとなる技術料

調書[実績]） 

 
（ア） 補助事業関係往復文書（差し替えた場合は、差

し替え後のもの） 
 
（イ） 補助事業に関する収入･支出関係帳簿（元帳、

伝票、財務諸表、金銭出納簿、預金通帳等） 
 
（ウ） 補助事業に関する総会及び役員会の議事録 
 
（エ） 補助事業及び補助事業に関連する事業の運営状

況が明らかとなる書類（事業報告書、決算報告書
等） 

 
（オ） 補助事業により取得した財産又は効用の増加し

た財産の運営管理を他に委託した場合は、委託契
約書（指示権を有するもの） 

 
（カ） 消費税及び地方消費税納税義務者にあっては、

消費税及び地方消費税の納税等が明らかとなる書
類（消費税及び地方消費税に係る申告書及びその
積算の内訳等が明らかとなる書類） 

 
（キ） 当該補助事業年度において技術料を補助の対象

とした場合には、従事日数の算出根拠を対外的に
説明できる書類 
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１号の特定非営利活動法人及び第７号に掲げる団体

にあっては、定款(規約及び寄附行為を含む。)、最

新の決算報告書並びに事業計画書、収支予算書、役

員名簿、会員名簿、出資賦課状況を明らかにした書

類、当該補助事業の仕組みが明らかとなるチャート

図、補助事業の選定の申請をする者の消費税及び地

方消費税の納税対応状況を明らかにした書類、当該

補助事業に係る担当者名簿（当該補助事業年度にお

いて技術料を補助の対象とする事業にあっては、当

該補助事業に係る技術料調書[計画]） 
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２ 施設設置に共通するもの 

申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 
実施計画書 

 
施設設置概要書 

 

（ア）建物、構築物、機械器具及び設備の完成後の

配置図 

（イ）建物及び構築物の完成後の平面図及び立面      

図 

（ウ）領収書（未払分については請求書）の写し 

（エ）完成後の概観及び構造の概況が明らかとなる

カラー写真(写真は原則として 1 棟、1 基又は 1

台ごとにその設置状況が明らかとなるもの) 

（オ）工事の請負契約書、設計書（図面を含む。）、

仕様書、出来高明細書、着工届、竣工届、請求

書及び領収書。ただし、間接補助事業にあって

は、それぞれの写し 

（カ）直営施行にあっては、実施設計書、仕様書、

設計図、現場主任等の選任に係る書類、資材の

納品書、請求書、領収書、現場雇用労働者の出

役簿、作業日誌、賃金台帳及び領収書。ただし、

間接補助事業にあっては、それぞれの写し 

（キ）機械器具又は設備の請書、納品書、請求書及

び領収書。ただし、間接補助事業にあっては、

それぞれの写し 

（ク）固定資産台帳（備品台帳を含む。）。ただし、

間接補助事業にあっては、その写し 

（ケ）施設の運営管理規程 

（コ）利用実績 

（サ）施設を利用させる場合にあっては、利用規程・

利用契約書 

 

 

（ア）直営施行においては、事業実施主体は、実施設計

書、仕様書及び設計図に基づき、直接、材料の購入、

現場雇用労働者の雇用等を行い、所定の期間内に事

業を施行するとともに、現場主任等を選任し、現場

の事務の一切の処理に当たらせることにより、工事

の適正な実施を図るものとする。選任された現場主

任等は、適正な工事の実施を図るため、工事材料の

検収、受払、現場雇用労働者の出役の確認等を行う

ほか、主要工事及び埋設又は隠ぺいにより工事完了

後には明示できない部分の現場写真の撮影、工事日

誌の記録等により工事の実施状況を明確にするもの

とし、併せて、工事期間中の事故防止等について、

細心の注意を払うものとする。 

（イ）原則として、古材等を使用する場合にあっては、

事業実施主体自ら購入するもの(支給品)とし、補助

の対象としない。 

（ウ）申請書の添付書類のうち、糞尿処理又は汚水浄化

処理に関するものは次のとおりとする。 

(a) 浄化処理 

   浄化施設の能力とは、１日の汚水流量を基にした

各処理段階（貯溜槽、曝気槽、希釈槽、脱水槽等。

薬品を使用する場合にはその品名、投入量を記載）

における容量及び大きさ並びに各処理段階の排水点

における BOD 及び SS 濃度（その算出基礎を含む。）

をいうものとし、処理過程とは、畜舎等から処理施

設を通り放流されるまでの機構図（篩渣物及び余剰

汚泥の処理方法を記載）をいうものとする。 

(b) 乾燥及び焼却 

   乾燥(焼却)機の能力とは、前処理として固液分離

する場合にあっては、その固液分離機の能力も含め

ることとし、処理過程とは、畜舎等から乾燥(焼却)

機を通り生成物の処理が終るまでの機構図をいうも

のとする。 
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３ 各事業別に必要なもの 

区分 申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 

Ⅰ 競走馬の改良

増殖推進事業 

 

(１)競走馬の登録

推進 

 

 
（ア）給与規程、就業規則及び

旅費規程 

（イ）備品（単価 10,000 円以上

のもの）の見積書及びカタ

ログ 

 
（ア）補助事業により取得した備

品（単価 10,000 円以上のも

の）の領収書（未払分につい

ては請求書）の写し及びカラ

ー写真 

（イ）補助事業により作成した成

果物 

 
（ア）給与台帳、出勤簿、給与規程及び就業規則 

（イ）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 

（ウ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 

（エ）アルバイトの出役簿及び領収書 

（オ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  

（カ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書  

 

 

 

Ⅱ 競走馬等の防

疫衛生対策事業 

 

(１)生産育成地馬

防疫推進 

 

 

（ア）生産育成地馬防疫推進事

業実施要領 

（イ）備品（単価 10,000 円以上

のもの）の見積書及びカタ

ログ 

 

 

（ア）補助事業により取得した備

品（単価 10,000 円以上のも

の）の領収書（未払分につい

ては請求書）の写し及びカラ

ー写真 

（イ）補助事業により作成した成

果物 

 

 

 ワクチン接種馬一覧表（名号、接種月日、担当獣医師名、獣

医師手当及び予防液等の支払額等が明らかなもの） 

 

 

 

Ⅲ 経営基盤強化

対策事業 

 

（１）軽種馬経営高

度化指導研修

(軽種馬経営技

術 指 導 者 養

成・技術普及) 

 

 

 

 

 

（ア）軽種馬経営高度化指導研

修（軽種馬経営技術指導者

養成・技術普及）事業実施

要領 

（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 

（ウ）委託事業にあっては、そ

の実施計画書 

（エ）当該受託者の定款、役員

名簿、事業報告書、決算報

告書及び収支予算書等 

 

 

実施概要書 

 

（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 

（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 

（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 

（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  

（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 

（カ）間接補助事業関係文書 

（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 

（ク）委託事業関係文書 

（ケ）受託側の支出を証する書類（領収書等）の写し 

（コ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 
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区分 申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 

（２）軽種馬経営高

度化指導研修

（人材養成支

援） 

 

 

 

（ア）軽種馬経営高度化指導研

修（人材養成支援）事業実

施要領 

（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 

（ウ）委託事業にあっては、そ

の実施計画書 

（エ）当該受託者の定款、役員

名簿、事業報告書、決算報

告書及び収支予算書等 

 

実施概要書 

 

（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 

（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 

（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 

（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  

（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 

（カ）間接補助事業関係文書 

（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 

（ク）委託事業関係文書 

（ケ）受託側の支出を証する書類（領収書等）の写し 

（コ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 

 

 
（３）優良繁殖馬導

入促進（優良種
牡馬整備） 
 

 
（ア）優良繁殖馬導入促進（優

良種牡馬整備）事業実施要
領 

（イ）種付料、配合予定頭数、
種付条件等に係る規程 

（ウ）種牡馬の配合等の決定に
あたり、あらかじめ第三者
を含めた関係者からの意見
を聴取する旨の規程 
 

 

 
（ア）実施概要書 
（イ）1頭ごとのカラー写真 
（ウ）1頭ごとの金額が明らかとな

る領収書（未払い分については
請求書）の写し 

（エ）精液検査証明書の写し 
（オ）登録証明書の写し 
 
 

 
（ア）1頭ごとのカラー写真 
（イ）1頭ごとの金額が明らかとなる領収書 
（ウ）精液検査証明書 
（エ） 導入した馬の品種、名号、特徴、毛色、生年月日、産

地、購買地、購買月日及び購買価格が明らかとなる台帳 
（オ）請求書、領収書及び売買契約書 
（カ）固定資産台帳 
（キ）登録証明書及び種畜証明書 
（ク）種付及び繁殖成績一覧表 
（ケ）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 
（コ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 
（サ）アルバイトの出役簿及び領収書 
（シ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  
（ス）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 
（セ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 

 

 
（４）優良繁殖馬導

入促進（優良繁
殖牝馬導入促
進） 

 

 
（優良繁殖牝馬導入促進） 
（ア）優良繁殖馬導入促進（優

良繁殖牝馬導入促進）事業
実施要領 

 
（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 
 

 
実施概要書 

 
（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 
（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 
（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 
（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  
（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 
（カ）間接補助事業関係文書 
（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 
（ク）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 
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区分 申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 
（５）優良繁殖馬導

入促進（繁殖牝
馬流通活性化） 

 

 
（ア）優良繁殖馬導入促進（繁

殖牝馬流通活性化）事業実
施要領 

 
（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 
 

 
（ア）実施概要書 
（イ）補助事業により作成した成

果物 

 
（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 
（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 
（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 
（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  
（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 
（カ）間接補助事業関係文書 
（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 
（ク）委託事業関係文書 
（ケ）受託側の支出を証する書類（領収書等）の写し 
（コ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 
 

 

 

（６）軽種馬生産基

盤整備対策 

 

（ア）軽種馬生産基盤整備対策

事業実施要領 

（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 

 

実施概要書 

 

（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 

（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 

（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 

（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  

（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 

（カ）間接補助事業関係文書 

（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 

（ク）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 

 

 

 
（７）軽種馬海外流

通促進 

 
（ア）軽種馬海外流通促進事業

実施要領 
（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 
（ウ）委託事業にあっては、そ

の実施計画書 
（エ）当該受託者の定款、役員

名簿、事業報告書、決算報
告書及び収支予算書等 

 

 
（ア）実施概要書 
（イ）補助事業により作成した成

果物 

 
（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 
（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 
（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 
（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  
（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 
（カ）間接補助事業関係文書 
（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 
（ク）委託事業関係文書 
（ケ）受託側の支出を証する書類（領収書等）の写し 
（コ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 
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区分 申請書添付書類 完了報告書添付書類 帳簿等保管書類 備考 

 
（８）競走馬のふる

さと情報収集
事業 

 
（ア）競走馬のふるさと情報収

集提供事業実施要領 
（イ）間接補助事業にあっては、

その実施計画書 
（ウ）委託事業にあっては、そ

の実施計画書 
（エ）当該受託者の定款、役員

名簿、事業報告書、決算報
告書及び収支予算書等 

 

 
（ア）実施概要書 
（イ）補助事業により作成した成

果物 

 
（ア）出張命令簿、復命書、旅費の領収書及び旅費規程 
（イ）備品の納品書、請求書、領収書及び備品台帳 
（ウ）アルバイトの出役簿及び領収書 
（エ）消耗品の納品書、請求書及び領収書  
（オ）会議の開催計画及びその結果が明らかとなる書類、会議

出席者名簿、会議に係る請求書並びに領収書 
（カ）間接補助事業関係文書 
（キ）間接補助事業に関する収入・支出関係帳簿 
（ク）委託事業関係文書 
（ケ）受託側の支出を証する書類（領収書等）の写し 
（コ）推進事務費の支出明細の明らかとなる書類 
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Ⅲ 選定申請書等作成上の必要事項 

１ 選定申請書(様式第 1号)について 

（１）「補助事業を必要とする理由」欄には、補助事業の実施により改善となる計画目標等を掲げ

た理由を記載すること。 

（２）「補助事業に要する経費の配分及び負担区分」欄には、次により記載すること。 

ア 区分欄において、1 事業で補助金の算出方法の異なるものは、その区分により記載する

こと。 

イ 補助金欄の空欄には、補助する団体名を記載し、金額を記載すること。 

ウ 借入金がある場合には、借入先及び借入資金名（例えば、近代化資金、農協普通貸付）を

備考欄に明記すること。 

エ 借入金の担保状況欄には、補助事業によって設置する施設を担保に供する予定の場合はそ

の旨を記載すること。 

オ 仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、その金額を除いた額とし、備考欄に「除

く税額」と記載した上で、減額した総額とそのうちの補助金相当分の金額を併せて記載する

こと。 

カ 仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、消費税及び地方消費税相当額を含

めた額とし、備考欄に「含税額」と記載すること。 

キ 消費税及び地方消費税仕入控除の適用を受けない場合は、備考欄に「税該当なし」と記載

すること。 

ク 選定申請書の提出から完了報告書の提出までの間にあって、補助事業に要する経費の変

更を伴う承認申請等を行う場合にあっては、変更後の経費について上記オ、カ、キに準じ

て記載すること。 

（３）「補助事業の実施場所」欄は、次により記載すること。 

 補助事業により受益するもの（受益区域ごととする。）に分けて記載(例えば、○都道府県

内、○県内、○市内、○郡○町村内と略記)すること。 

（４）「補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画」欄は、次により記載すること。 

ア 他団体が実施するものについては含めないこと。 

イ 施設設置事業にあっては、前年度までに設置済み及び設置中のものを年度別に記載する

こと。 

（５）「補助事業の内容及び所要経費」欄は、書式に従い作成すること。また、以下の事業の内容

については、次により記載すること。 

   施設を設置するものにあっては、経費見積書、平面図及びカタログと合致した内容を記載す

ること。 

（６）「補助金振込先予定金融機関名」欄には、補助事業を申請する者が補助金の振込を予定して

いる金融機関名・預金の種類（普通・当座）・口座番号・口座名義を記載する他、当該金融機
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関コード、本所（店）・支所（支店）コードも併せて記載すること。 

   なお、口座は当該団体名の口座であること。 

    金融機関名○○○（金融機関コード○○○○）  ○○○支店（支店コード○○○○） 

    普通・当座 口座  №○○○○○  口座名義 ○
フ

○
リ

○
ガ

○
ナ

 

 

２ 変更承認申請書(様式第 2号)について 

（１）「補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画」欄は申請書と同じ方法により記載す

ること。(「補助金の交付の決定の通知の内容」(以下「交付決定通知内容」という。)を(  )

書きで上段に、変更しようとする部分を下段に記載すること。) 

（２）「補助事業の内容及び所要経費」欄は申請書と同じ方法により記載すること。(「交付決

定通知内容」を(  )書きで上段に、変更しようとする部分を下段に記載すること。) 

 

３ 延期承認申請書(様式第 3号)について 

「補助事業の内容、所要経費及び延期期間」欄は当初完了月日を実線で、延期後の完了月日を

点線で示し、当初完了月日までの見込み事業量を百分率等で記載すること。 

 

４ 完了報告書(様式第 6号)について 

（１）「補助事業に要した経費の配分及び負担区分」欄には、次により記載すること。 

ア 上段の（  ）には当該補助事業年度における交付の決定額を、下段には実績額をそ

れぞれ記入すること。 

イ 仕入れに係る消費税等相当額が明らかとなり、これを補助金額から減額して報告する

場合には、備考欄に「除く税額」と記載した上で、減額した総額とそのうちの補助金相

当分の金額を併せて記載すること。 

ウ 仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、消費税及び地方消費税相当額を

含めた額とし、備考欄に「含税額」と記載すること。 

エ 消費税及び地方消費税仕入控除の適用を受けない場合は、備考欄に「税該当なし」と

記載すること。 

（２）「補助事業及び補助事業に関連する事業の実施状況」欄には、次のア又はイのいずれか

一方を記載すること。 

ア 補助事業選定申請書(変更承認申請書)と比較して変更がない場合には、その旨を記載

すること。 

  イ 補助事業選定申請書(変更承認申請書)と比較して変更があった場合には、申請書と同

じ方法により記載すること。(「申請書記載内容」を(  )書きで上段に、変更した事項

を下段に記載すること。) 

（３）「補助事業の内容及び所要経費」欄は、「交付決定通知内容」を参考に、備考欄には支
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出内容等を具体的且つ詳細に記載すること。 

(交付の決定通知書で必ず設置することと指定した施設以外の施設であって、いずれか

の施設の設置を取り止めた場合には、備考欄にその理由を具体的に記載すること。) 

（４）補助金振込先金融機関名欄は、申請時の金融機関名等に変更がない場合は、「－」を記

載すること。 

   なお、変更があった場合は、変更後の補助金振込先金融機関名等を記載すること。 

 


